
〔概要〕

具体的取組

・働き方の見直しと働き続けやすい職場環境の整備（経営者等の意識啓発、多様な働き方への支援等）

・仕事と子育てとの両立（保育所等の整備促進、地域における子育て支援）

・退職後の再就職・起業等の支援（再就職支援、起業支援等）

・働く男女の健康管理対策の推進（メンタルヘルス対策等）

・審議会委員・府職員・企業・医療分野・地域等における女性の参画促進

・理工系分野等の女性人材の育成

・女性活躍推進法に基づく取組の実施

・男女雇用機会均等の更なる推進

・女性の健康対策の推進（妊娠・出産等に対する健康支援）

・思春期、子ども、成人期、高齢期の健康（保健）対策、健康被害防止（飲酒・喫煙・薬物等）

・女性に対する暴力を許さない社会の形成に向けた啓発・取組の推進

（ＤＶ、性犯罪、買売春・人身取引、ストーカー、セクハラ、マタハラ、児童虐待等への対応）

・ひとり親家庭や障がい児への支援、子育て世帯への支援

・高齢者・障がい者福祉の充実・就業促進、複合的に困難な状況に置かれた人々への対応・支援 等

・子どもの頃からの男女共同参画意識の理解促進

・オピニオンリーダー層への意識啓発 ・多様な選択を可能とする教育・学習機会の確保

・男性に対する男女共同参画意識の醸成 ・女性の人権を尊重した表現の推進 等

・自治会、ＮＰＯ等地域における男女共同参画の促進

・女性の視点を取り入れた災害対策等の推進

・多文化共生の推進

・外国人情報コーナーの設置・運営等

２．健やかに安心して
    暮らせる社会づくり

（１）生涯を通じた男女の健康支援

（２）女性に対するあらゆる暴力の
     根絶

（３）様々な困難を抱える人々への
   支援

「おおさか男女共同参画プラン（2016-2020）素案」の概要

１．あらゆる分野に
    おける女性の活躍

（１）男性中心型の働き方の
  見直しとワーク・ライフ・バランス
  の推進

（２）政策･方針決定過程への
     女性の参画促進

（３）女性の活躍推進

基本的方向

３．全ての世代における
    男女共同参画意識
    の醸成

（１）子どもの頃からの男女共同
  参画意識の啓発

（２）男女共同参画意識の醸成

（３）地域活動への参画促進

（４）多文化共生の視点を踏まえた
   男女共同参画の推進


